
中央図書館閉架等LED蛍光灯賃貸借

契約方法 随意契約

及び根拠条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契約の相手方

契約金額 １５，８４０，０００円（うち消費税及び地方消費税額１，４４０，０００円）

賃貸借期間 令和７年８月１日から令和１７年７月３１日まで

契約担当課 社会教育部　中央図書館

見積日時 令和7年3月25日

業者名

1 ㈱札幌北洋リース 14,400,000円

見 積 結 果

一者特命の
随意契約と
した理由

中央図書館内の利用者用フロアの照明器具は令和６年にＬＥＤ照明灯に交換しており，今回
閉架等まだ交換が終わっていない照明器具が対象である。前回履行業者による同一設備の
取替工事を行うことによる照明の調光や点灯消灯など集中管理が行えること及び保守点検や
緊急時に対応が迅速に対応できることから，上記業者を選定した。
※旭川市随意契約ガイドライン２－（１）－ア－(エ)
※旭川市契約事務取扱規則第１７条ただし書適用

第１回

件名

見 積 り 合 わ せ 結 果 調 書

第２回

　札幌市中央区大通西3丁目11番地
　㈱札幌北洋リース



（第１号様式）

決定

中央図書館内の利用者用フロアの照明器具は令和６年にＬＥＤ照明灯に交換しており，今回
閉架等まだ交換が終わっていない照明器具が対象である。前回履行業者による同一設備の
取替工事を行うことによる照明の調光や点灯消灯など集中管理が行えること及び保守点検や
緊急時に対応が迅速に対応できることから，上記業者を選定した。
※旭川市随意契約ガイドライン２－（１）－ア－(エ)
※旭川市契約事務取扱規則第１７条ただし書適用

　札幌市中央区大通西3丁目11番地
　㈱札幌北洋リース

入札等の
執行状況


